
京浜急行大師線連続立体交差事業について（１期①区間の事業費増額について）
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３ 上位計画上の本事業の位置づけ

（１）川崎市総合都市交通計画（平成２５年３月策定）
・１期①区間：Ａ（事業） 短中期（１０年内）に事業完了を目指す事業

・１期②区間：Ｂ（事業） 短中期（１０年内）に工事着手を目指す事業

・２期区間 ：Ｃ（事業） 中長期（２０年内）に工事着手を目指す事業

（２）川崎市総合計画（平成２８年３月策定）

・１期①区間：平成３０年度産業道路立体交差化、平成３１年度完成

・１期②区間：平成２９年度工事着手

１ 事業の目的

本事業は、延長約５ｋｍの京浜急行大師線のほぼ全線を地下化
することにより、合計１４ヶ所の踏切を除却する事業である。
整備効果は、道路交通の円滑化、踏切事故の解消、地上の鉄道が
なくなることによる地域分断の解消等、地域の一体的な発展に寄
与する事業である。
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２ 事業の経緯

・平成 ５年６月：都市計画決定(全線)

・平成 ６年３月：都市計画事業認可を取得（全線）

・平成１５年３月：都市計画事業認可の事業施行期間変更(全線)

・平成１８年２月：１期①区間（小島新田～東門前）工事着手

・平成２８年３月：都市計画事業認可の事業施行期間を

平成３７年３月３１日まで変更

（２期区間は休止）

施行協定区間

４ １期①区間の事業費増額について

（１）これまでの経過

平成２６年１２月に鉄道事業者より、約１９１億円の増額協議を受けたことから、庁内に事業費検証委員会を設置し、事業費の検証を進めてきた。

（２）検証の考え方

増額協議を受けた約１９１億円の内容について、設計コンサルタントへ業務委託し、専門的見地から内容を精査した上で、庁内検証委員会で事業

費増額の妥当性を検証するとともに、公平性を担保する観点から学識経験者の意見聴取も行った。

・検証フロー

「予見の可能性の整理」⇒「工法変更や追加工事の妥当性の整理」⇒「工事費の検証」
（３）検証の結果

計画変更の原因を整理した結果、物価高騰、基準改定、近隣対策といった外的要因のほか、事業進捗により明らかになった現場状況による設計の
変更によるものであり、大半が予見不可能なものであった。
工事費については、積算基準や各種工法協会等へのヒアリング、一般的な積算手法にて算出した事業費と比較した結果、大半が妥当であったが、

物価上昇や諸経費の考え方を精査した結果、約１８０億円の増額が妥当との結論に至った。
【約１８０億円の内訳】

・物価高騰等 ・・・・・・・・ 約 ３８億円 （約２割）
工事の長期化による労務単価や資材価格の上昇、積算基準の改定などにより事業費が増加したもの

・工法及び数量の変更 ・・・・ 約１４２億円 （約８割）

事業進捗により明らかになった、現場条件（土質条件等）による設計変更などにより事業費が増加したもの
（４）検証結果に基づく取組み

検証委員会での結果に基づき鉄道事業者と協議を実施し、１期①区間の増額については約１８０億円、

事業費は約６４２億円（鉄道事業者負担分：約２２億円・３．４３％）となった。 今後、変更施行協定の締結に向けた取組を進める。

約180億円増額

５ １期②区間、２期区間の事業の状況

・１期②区間の事業費については、工法を含めて鉄道事業者側で検討を行っている。

・１期②区間については、早期の工事着手を目指しているが、1期①区間の完成を最優先とする観点や、事業費の算出状況を踏まえ、工事
着手時期を再検討する。

・２期区間については、段階的整備を進めていることから直ちに工事着手できる状況にないため事業休止としたが、平成２９年度の事業
再評価や総合都市交通計画の見直しを見据え、今後の事業の進め方を検討する。
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検証目的および内容
京急大師線連立立体交差事業のうち１期①区間（小島新田駅～東門前駅）の整備推進において、鉄道事業者

から事業費約 191億円の増額協議を受けた。
検証は、設計コンサルタントへの業務委託のもと、計画変更の原因の整理と事業費増額の妥当性を確認し、

新たに資料が必要となった場合は随時京急に請求し内容のヒアリングを行った。整理した結果は、検証委員会

で検証するとともに、透明性の確保を図る観点から、学識経験者の意見を伺いその内容を精査した。

検証フロー
検証は以下のフローに沿って実施した。 

検証委員会の実施状況 

        年 月 
作業項目

平成 27年 平成 28年
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

検証作業・資料作成等

検証委員会

学識経験者ヒアリング

検証結果のまとめ 
（１）結果の概要 

計画変更の原因を整理した結果、いずれの項目も、物価高騰、基準改定、近隣対策といった外的要因

か、事業進捗により明らかになった現場状況による設計の変更によるものであり、特例とした一部（②

浸水防止扉設置）を除きすべて予見不可能であった。また、工事費についても大半が妥当であったが、

一部で算出方法を精査した結果、事業費変更 191.2 億円の増額に対し、11.4 億円減の 179.8 億円が妥当

であるという結論に至った。 

（２）考察 

    主たる変更要因は「事業進捗により明らかになった現場状況による設計変更」であり、設計条件の僅

かな変更でさえも、事業費に与える影響が甚大である。また、用地取得、近隣対策、近接協議、埋設物

協議などの様々な外的要因が予見不可能な変更の因子となっている。 

（３）今後の課題 

１）事業費の精度向上 

検証に用いる人工・数量等は京急から提示された資料から施行方法等を推定したものであり、京急の

積算時に想定した条件と異なる人工・数量となっている場合がある。 

２）工事進捗に伴う事業費変動の可能性 

    事業は継続中であり、新たな変更が発生した場合の取扱いについても事前に想定しておく必要がある。 

３）将来予測変動の可能性 

  物価高騰などは将来予測を含むため、社会経済状況によって変動する可能性がある。 

４）事業費負担率の協議の重要性 

  検証する事業費はあくまで全体事業費であり、明らかな増強部分については鉄道事業者の負担とする

などの対応が必要である。 

川崎市京浜急行大師線連続立体交差事業 事業費検証委員会の概要 

① 増額事業費に該当する当初施工条件や予見の可能性の整理 
・増額事業費に該当する項目に対し、従前の施工計画において工法変更の予見
が科学的または社会的に可能であったかどうか整理する。 

※予見が可能であったと判断される場合はその該当内容に対して原則増額を 
 認めない。 

② 工法変更や追加工事の妥当性の整理 
・施工の進捗に応じて発生する、社会的・物理的な状況の変化に応じ、工法変
更や追加工事が発生した妥当性を整理する。 

③ 工法変更や追加工事の工事費検証 
・平成１９年度の積算基準や、各種工法協会等へヒアリング等、一般的な積算
手法にて算出した工事費と京急の単価等を比較し、妥当性を確認する。 

※単価等を比較した結果、相互に２割以上開きがある場合は追加で京急へ施工
内容のヒアリングを行い内容確認する。 

≪検証対象区間≫

検証委員会の開催 学識者ヒアリング

●検証委員会の概要
【委員長】建設緑政局道路河川整備部長

【委員】 総合企画局 都市経営部企画調整課担当課長、総務局行財
政改革室行財政運営担当課長、財政局財政部財政課長
建設緑政局総務部庶務課長、技術監理課長、

計画部企画課長、道路河川整備部道路整備課担当課長

●学識者ヒアリング
 各回の会議開催後に意見を聴取し

検証結果に内容を反映した。

9/1 2/3

3/12 8/19 12/25 3/15

2/19 3/24

①予見の可能性の整理

②妥当性の整理

③工事費検証
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凡例

○　妥当だったもの　

×　妥当でなかったもの

－　該当しないもの

▲　減額したもの

検証内訳一覧


